
検査項目の基準値改訂について（お知らせ） 

 

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。 

標記につきまして、平成３１年４月１日受診の健康診断より、下記の検査項目

にかかる基準値を改訂することとなりましたので、お知らせいたします。 

なお、健診結果につきましては、最終的に医師が総合的に判定を行いますの

で、基準値の判定と一致しないことがありますことを、ご理解いただきたくお

願い申し上げます。 

敬具 

 

 
 


